
②対象児
　保育所、幼稚園等に通っていない児童

③受け入れ月齢
　非定型保育→　生後満４ヶ月から就学前まで(生後４ヶ月未満は相談可）
　緊急保育→　　満１歳から就学前まで
　　　　　　　　※医療行為が必要なお子様についての対応はできません。

④利用時間
　非定型保育（就労の方）→朝８：３０～１７：００まで
　　　　　　　　　　　（最終お迎えは１６：５０）
　緊急保育 　→      朝９：００～１６：００まで
　　　　　　　　　（０歳児クラスは子どもの様子次第で保育時間を決めます。）

⑤利用料金
　≪一日保育料≫
　①１歳未満児→２，９００円（利用時点で1歳未満）
　②３歳未満児→２，５００円（４月１日時点での年齢）
　③３歳以上児→１，５００円（年齢ではなく学年の年）
 
　≪その他≫
　給食４００円　おやつ１００円
　おむつ代
　・一日100円
　※おむつの処理代も含みます。
　　なお、年齢関係なく一律利用日数のお支払いとなります。

※e-KAWASAKIより手続きしてください
　認証までに１週間程かかるので、利用前に余裕をもって登録してください

減免の種類 非保護世帯 市民税非課税世帯

必要な書類
非保護証明書

原本
非課税証明書原本

免除料 無料

一時預かり保育『きらら』のご案内

きょうだい減免

住民票

2子目→半額
３子目→無料
多胎児→無料

無料
※扶養に入っている方は

対象外になります。

①利用の種類
　・非定型保育→パート就労等で週２～３日で曜日を確定して定期的に
      利用される場合
　（1年契約になります。年度ごとに更新面接を行います。）
　・緊急保育→育児のリフレッシュや通院等で一時的に利用される場合


